
横浜市における保育・教育に係る給付費等取扱要綱 

 

制  定 平成 27 年４月１日 こ保運第１号(副市長決裁) 

           最近改正 令和５年２月 24日 こ保給第 1673号（局長決裁） 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、子ども・子育て支援法（平成 24 年法律第 65 号、以下「法」という。）第

65 条第１号及び第２号に規定する費用の支弁、同法附則第６条第１項に規定する費用の支払

い並びに児童福祉法第 51 条第５号に規定する費用の支弁について必要な事項を定めるもの

とする。 

 

 （用語） 

第２条 この要綱における用語の定義は、法に定めるもののほか、次の各号に定めるところに

よる。 

(1) 施設・事業者  

法第 31条第１項に基づき施設型給付費の支給に係る施設として確認された特定教育・保育施

設（市町村が設置するものを除く）及び同法第 43 条第１項に基づき地域型保育給付費の支給に

係る事業を行うものとして確認された地域型保育を行う特定地域型保育事業者をいう。 

(2) 給付費等 

法第 27 条から 30 条までに基づく給付費並びに附則第６条に基づき保育所に支払う委託費及

び児童福祉法第 51条第５号に基づき施設・事業者に支払う措置に要する費用、その他横浜市長

が必要と認める費用をいう。 

(3) 給付費申請システム 

 公定価格加算・調整項目届出書（第４号様式）、横浜市における保育・教育に係る向上支援費

等取扱要綱（以下「向上支援費等取扱要綱」という。）に規定する向上支援費加算状況等届出書

（第１号様式）、雇用状況表（第２号様式）及び横浜市延長保育事業実施要綱に規定する延長保

育事業費加算状況等届出書（第２号様式）の提出並びに給付費等の請求内容について承認する

クラウドサービスをいう。ただし、クラウドサービスは横浜市長が指定したものに限る。 

 

（額の算定） 

第３条 給付費等の額の算定にあたっては、法の定めによるもののほか、特定教育・保育、特

別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び

特例保育に要する費用の額の基準等（平成 27 年 3 月 31 日内閣府告示第 49 号）により、国の

定めるところによるものとする。 

 

 （請求者及び請求方法等） 

第４条 給付費等のうち、法第 27条から 30 条までに規定する費用の支払いについては、第 27

条第５項、第 28 条第４項、第 29条第５項及び第 30 条第４項の規定に基づき、施設・事業者

に支払うものとし、施設・事業者が給付費等の支払いを受けようとするときは、施設・事業

者の代表権を有する者又はその委任者（以下「代表者」という。）が給付費申請システムによ

り横浜市長に請求するものとする。 



  ただし、横浜市長が認める場合に限り、「子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書（第

１号様式）（以下「給付費等請求書」という。）」、「子ども・子育て支援教育・保育給付費等請

求明細書（児童）（第２号様式）（以下「請求明細書（児童）」という。）」及び「子ども・子育

て支援教育・保育給付費等請求明細書（施設）（第３号様式）（以下「請求明細書（施設）」と

いう。）」により、横浜市長に請求できるものとする。この場合においては請求明細書（児童）

及び請求明細書（施設）に相当する請求情報を施設・事業者が提出することをもって当該明

細書に替えることができるものとする。 

２ 代表者は月毎の保育・教育の実施状況及び実績に基づき、横浜市長に給付費等を請求する

ものとし、横浜市はこれを確認し支払うものとする。 

３ 代表者は、当月１日における施設・事業者の保育・教育の実施状況を、公定価格加算・調

整項目届出書（第４号様式）（以下「届出書」という。）及び挙証資料により毎月 15日までに

横浜市長に提出するものとする。 

４ 施設・事業者（家庭的保育事業者を除く）が、副園長・教頭配置加算、３歳児配置改善加

算、満３歳児対応加配加算、講師配置加算、チーム保育加配加算、年齢別配置基準を下回る

場合、主幹教諭等専任加算、子育て支援活動費加算、療育支援加算、指導充実加配加算、事

務負担対応加配加算、主任保育士専任加算、チーム保育推進加算、事務職員雇上費加算、栄

養管理加算、学級編制調整加配加算、事務職員配置加算、資格保有者加算、障害児保育加算

及び保育士比率向上加算のうち、それぞれの施設・事業者種別に応じて適用される加算又は

調整の項目についての適用を受けようとするときは、向上支援費等取扱要綱に規定する雇用

状況表を届出書の提出にあわせて横浜市長に提出するものとする。 

家庭的保育事業者が、資格保有者加算、家庭的保育補助者加算及び障害児保育加算の適用

を受けようとするときは、向上支援費等取扱要綱に規定する雇用状況表を給付費等請求内容

の承認にあわせて横浜市長に提出するものとする。 

５ 施設・事業者が、施設関係者評価加算の支払いを受けようとするときは、以下によるもの

とする。 

（１）施設・事業者は、施設関係者評価加算（申請・報告）書（第６号様式）を毎年 12 月末ま

でに横浜市長に提出するものとする。 

（２）横浜市長は、前号で受理した書類を審査し、当該施設・事業者に審査結果を連絡するも

のとする。 

（３）当該施設・事業者は、毎年３月 15 日までに施設関係者評価加算（申請・報告）書に挙証

資料を添付して記入し横浜市長に提出するものとする。 

６ 施設・事業者が、高齢者等活躍促進加算の支払いを受けようとするときは、以下によるも

のとする。 

（１）施設・事業者は、高齢者等活躍促進加算（申請・報告）書（第７号様式の１）、高齢者等

活躍促進加算月別雇用時間内訳表（第７号様式の２）を記入し、毎年 12 月末までに横浜市

長に提出するものとする。 

（２）横浜市長は、前号で受理した書類を審査し、当該施設・事業者に審査結果を連絡するも

のとする。 

（３）承認を受けた施設・事業者は、高齢者等活躍促進加算（申請・報告）書（第７号様式の

１）、高齢者等活躍促進加算月別雇用時間内訳書（第７号様式の２）に実績を記入し、毎年

３月 15日までに横浜市長に提出するものとする。 

７ 施設・事業者が、施設機能強化推進費加算の支払いを受けようとするときは、以下による



ものとする。 

（１）施設・事業者は、各施設・事業者用の施設機能強化推進費加算（申請・報告）書（第８

号様式の１から第８号様式の３）に記入し、毎年 12月末までに横浜市長に提出するものと

する。 

（２）横浜市長は、前号で受理した書類を審査し、当該施設・事業者に審査結果を連絡するも

のとする。 

（３）当該施設・事業者は、毎年３月 15 日までに各施設・事業者用の施設機能強化推進費加算

（申請・報告）書（第８号様式の１から第８号様式の３）に実績を記入し横浜市長に提出

するものとする。 

８ 施設・事業者が、小学校接続加算の支払いを受けようとするときは、毎年３月 15 日までに

小学校接続加算実施報告書（第９号様式）を横浜市長に提出するものとする。 

９ 施設・事業者が、第三者評価受審加算の支払いを受けようとするときは、以下によるもの

とする。 

（１）施設・事業者は、第三者評価受審加算（申請・報告）書（第５号様式）を毎年 12 月末ま

でに横浜市長に提出するものとする。 

（２）横浜市長は、前号で受理した書類を審査し、当該施設・事業者に審査結果を連絡するも

のとする。 

（３）施設・事業者が、第三者評価受審加算の支払いを受けようとするときは、毎年３月 15 日

までに向上支援費等取扱要綱に定める第三者評価受審届に挙証資料を添付して横浜市長に

提出するものとする。 

10 施設・事業者が処遇改善等加算Ⅰ、処遇改善等加算Ⅱ及び処遇改善等加算Ⅲの支払いを受

けようとするときの手続きは、横浜市処遇改善等加算取扱要領の規定によるものとする。 

11 施設・事業者が休日保育加算の支払いを受けようとするときは、次の各号によるものとす

る。 

（１）施設・事業者は、休日保育実施兼加算適用届出書（第 10 号様式）を当該年度で初めて休

日保育加算の支払いを受けようとする月の 15日までに横浜市長に提出するものとする。 

（２）施設・事業者は、休日保育の実施内容を変更する場合は、休日保育実施兼加算適用変更

届出書（第 10 号様式の２）を、実施内容を変更する月の１か月前までに横浜市長に提出する

ものとする。ただし、年度当初から実施内容を変更する場合は、前年度の８月末日までに横

浜市長に提出するものとする。 

 

 （給付費の過誤申し立て） 

第５条 代表者は、すでに支払いを受けた給付費等の請求内容に変更が生じた場合、子ども・

子育て支援教育・保育給付費等過誤申立書（第５号様式）により横浜市長に給付費の過誤を

申し立てるものとする。 

２ 横浜市長は、前項による申立を受理したときは、内容を確認し、給付費等の追加支給又は

戻入を求めるものとする。 

 

 （状況調査等） 

第６条 横浜市長は、法第 38 条、第 50 条の規定に基づき、施設・事業者の運営、給付費等の

収支、利用児童の処遇等について、必要な報告、必要書類の提出を命じ、又は実地調査する

ことができる。 



２ 横浜市長は、代表者が事実と異なる内容で請求、報告、申請等を行った場合又は前項の規

定に基づく調査においてその執行に疑義が生じた場合は、是正させ、給付費等の全部又は一

部の返還を命じることができる。 

 

 （その他） 

第７条 この要綱に定めるもののほか給付費等の請求、支弁、支払い、その他支弁等に必要な

事項は、横浜市予算、決算及び金銭会計規則に定めるところによるものとする。 

２ この要綱の規定により施設・事業者が負う債務は、横浜市が負う債務と相殺することがで

きるものとする。 

３ 市外の施設・事業者において保育・教育を実施した児童に係る給付費等の支弁については、

この要綱にかかわらず横浜市が当該施設・事業者の給付費等の支弁を所管する地方公共団体

と協議して定めるものとする。 

４ 横浜市における保育・教育に係る向上支援費、延長保育事業費、一時預かり事業費及びそ

の他の費用についての事務手続きについては、別に定めるものとする。 

５ 法附則第６条第１項に規定する特定保育所に委託費として支払う保育費用の経理につい

ては、別に定めるものとする。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 27年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 28年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 29年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 30年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、平成 31年４月１日から施行する。 

 

附 則 

 この要綱は、令和元年 10 月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和２年５月７日から施行する。 

 

附 則 



（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年９月７日から施行する。 

 

（横浜市長が必要と認める費用の取扱いについて） 

２ 要綱第２条第２号に掲げる給付費等のうち、横浜市長が必要と認める費用とは、次に掲げ

るものとする。 

（１）施設・事業者（ただし、幼稚園及び保育所を除く。以下同じ。）が教育・保育給付認定保

護者から本来徴すべき利用料と、新型コロナウイルス感染症の影響により教育・保育給付

認定子どもが登園の自粛等をしたことに伴う日割り計算後の利用料の差額分の費用 

（２）新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、利用料の徴収を停止した場合の、施設・事業

者が教育・保育給付認定保護者から本来徴すべき利用料相当分の費用 

 

３ 附則２第１号に掲げる費用については、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）支払いについては、横浜市が施設・事業者に提示する額に基づき支払うものとし、施設・

事業者が当該費用の支払いを受けようとするときは、「子ども・子育て支援教育・保育給付

費等請求書」（第１号様式）により横浜市長に請求するものとする。 

（２）横浜市は、同条第１号に基づき請求された書類を確認し支払うものとする。 

 

４ 附則２第２号に掲げる費用については、次のとおり取り扱うものとする。 

（１）支払いについては、横浜市が施設・事業者に提示する額に基づき支払うものとし、施設・

事業者が利用料相当分の費用の支払いを受けようとするときは、「子ども・子育て支援教

育・保育給付費等請求書」（第１号様式の８）により横浜市長に請求するものとする。 

（２）横浜市は、第１号に基づき請求された書類を確認し支払うものとする。 

（３）施設・事業者は、第１号により支払いを受けた利用料相当分の費用により、教育・保育

給付認定保護者へ利用料を返金する場合は、当該手続きに係る経費の支出を明らかにした

書類、帳簿等を整備し、５年間保存しておかなければならない。 

（４）施設・事業者は、第 1 号により支払いを受けた利用料相当分の費用と同額を横浜市へ返

還しなければならない。 

（５）横浜市は、本条に定める取り扱いの適正な執行を期するために必要があるときは、要綱

第６条第１項の規定に基づき、施設・事業者に対し、状況調査等を行うことができる。 

 

附 則 

この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は、令和４年６月９日から施行し、改正後の「子ども・子育て支援教育・保育給付

費等請求書」（第１号様式）は令和４年５月１日から適用するものとする。 

 

 



附 則 

この要綱は、令和４年 11 月 25 日から施行し、改正後の「子ども・子育て支援教育・保育給

付費等過誤申立書」（第５号様式）は令和４年６月 27 日から、「小学校接続加算実施報告書」（第

９号様式）は令和４年４月１日から適用するものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年２月 24 日から施行する。 

 

（横浜市長が必要と認める費用の取扱いについて） 

２ 要綱第２条第２号に定める給付費等のうち、横浜市長が必要と認める費用ついては、横浜

市が施設・事業者に提示する額に基づき支払うものとし、施設・事業者が当該費用の支払い

を受けようとするときは、第２条第３号に定める給付費申請システムにより横浜市長に請求

するものとする。 

ただし、横浜市長が認める場合に限り「子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書（第

１号様式）」により、横浜市長に請求できるものとする。 



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の１

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

設置者住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　 　    

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　 　　 　年　 　月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

口座番号預金種目

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）

(3) その他市長が必要と認める書類

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の２　　　　

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　

設置者住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　印  

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　  　　　年　 　月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号）

銀 行
支 店金 庫

組 合
金融機関

コード番号

預金種目 口座番号

支店
コード番号

(3) その他市長が必要と認める書類

本件振込については上記名義人宛振込願います。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　    

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　    

代表者職氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　印  

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の３

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

設置者住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

園長・施設長氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　  　　　年　　 月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

口座番号預金種目

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）

(3) その他市長が必要と認める書類

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の４　

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

設置者住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　

園長・施設長氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　    　　印  

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　 　　 　年　 　月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

支店
コード番号

口座番号

本件振込については上記名義人宛振込願います。

預金種目

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）

(3) その他市長が必要と認める書類

設置者名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

園長・施設長氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 印  

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の５

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

設置者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　  　  　年 　　月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

支店
コード番号

口座番号預金種目

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）

(3) その他市長が必要と認める書類

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）



(FKD05FM30060)

横浜市長

第１号様式の６

施設種別  請求書番号

年　　月　　日

子ども・子育て支援教育・保育給付費等請求書

事業所番号              　　　　　                　　　　　　

事業所住所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

子ども・子育て支援教育・保育給付費等を請求します。

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　 

設置者氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　印　

　子ども・子育て支援法第27条、28条、29条又は30条の規定に基づき、次のとおり

１　請求金額

　￥                              （　  　　　年　　 月利用分）

２　振込先口座

フリガナ

口座名義人

振込先
金融機関

（コード番号） 金融機関
コード番号

事業所名称 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支店
コード番号

口座番号

本件振込については上記名義人宛振込願います。

預金種目

(2) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（施設）

(3) その他市長が必要と認める書類

氏名 　　　　　　　　　　　　　　　　印    

３　添付書類

(1) 子ども・子育て支援保育・教育給付費等請求明細書（児童）























































第５号様式　（施設・事業所→市町村）

（市町村名）

子ども・子育て支援教育・保育給付費等について、過誤を申し立てます。

※太枠の中をご記入ください。

過誤申立年月日

※本申立書の請求金額合計と審査結果のお知らせの相殺額は一致しない場合があります。

版数 児童連番 認定証番号 種別 請求金額 市町村記入欄

子ども・子育て支援教育・保育給付費等過誤申立書

年    月    日

電話番号

担当者名

対象年月

児童明細 施設明細

件 件

連絡先

施設・事業所番号

所在地

施設・事業所名称

小計 円

請求金額合計

円

過誤理由・内容等















第９号様式

  　　年　　月　　日

横浜市長

施設・事業所番号

施設・事業所所在地

施設名

代表者職・氏名

令和４年度の小学校接続加算の適用を受けるにあたり、実施状況について次のとおり報告します

実施日
参加、交流、見学の別

　　　　　※１

※１　研修や研究会、授業や行事に参加した場合は「参加」、交流活動を実施した場合は「交流」、
   　 授業や行事を見学した場合は「見学」と記載

※２　報告書は、毎年３月15日までに「公定価格加算・調整項目届出書」の挙証資料として提出すること
　　　なお、提出期限までに実施していない活動があれば、計画として記入すること

1/2

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【裏面あり】
※要件⑤近隣や連携先の小学校との間で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して子どもの姿を共有する
　 研修（４回分のカ ウント）を実施している場合　⇒　裏面に記入

実施内容
研修の名称・講師・参加者、交流の相手先と内容、小学校の行事内容等を記載

施設や設置法人の事務分掌や事務取扱、規則等に、小学校との連携・接続の担当に関する業務が明確になっている

小学校接続加算実施報告書

（１）加算要件の確認（下記の□すべてにチェックがあること）

➀幼保小連携に関する研修・研究会への参加、②小学校との子ども同士の交流活動、③教職員間で「幼児期の終わり
までに育ってほしい姿」等を活用した子どもの姿の共有や保育・教育場面の小学校教諭の参観、➃近隣の保育・教育
施設との交流、⑤近隣や連携先の小学校との間で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して子どもの姿を
共有する研修などを併せて年10回以上実施し、小学校との連携は少なくとも年１回以上実施すること（②・③・⑤が
該当）
（実施内容については、「（２）小学校との連携・接続にかかる取組内容」に記載）

小学校との接続を見通したカリキュラムを作成し、実践している（別途（写）を添付）
※「横浜版接続期カリキュラム 令和４年度版　アプローチカリキュラム」の様式を活用する。ただし、各施設で独自
に策定しているカリキュラムが同様の内容を満たしていればその様式に替えることができる。現在は完成していない
が、策定に着手している場合は、途中経過のわかる協議記録等の書類でも可能とする。

（２）小学校との連携・接続にかかる取組内容　（要件➀～➃に該当する場合のみ記入）



                 施設名：

研修実施日

研修名

相手先の
小学校名

実施内容
※参加者、内容等の詳細

を記載

研修実施日

研修名

相手先の
小学校名

実施内容
※参加者、内容等の詳細

を記載

研修実施日

研修名

相手先の
小学校名

実施内容
※参加者、内容等の詳細

を記載

取
り
組
み
１

                         

2/2

※１　取り組みの記入項目全て（研修実施日～実施内容）に記載がある場合に限り、４回分のカウント
　　　とする。また複数の取り組みがあれば記載し、それぞれ４回分のカウントとする。

※２　報告書は、毎年３月15日までに「公定価格加算・調整項目届出書」の挙証資料として提出すること
　　　なお、提出期限までに実施していない活動があれば、計画として記入すること

取
り
組
み
２

　
〇近隣や連携先の小学校との間で「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」を活用して子どもの姿を共有する研修」
　を実施している場合に記入
　※要件⑤に該当する場合のみ記入

取
り
組
み
３

施設・事業所番号：








